
 

正しい知識を身につけ過失による違反を防ぐ 

『下請法』入門講座 －親事業者としておさえておくべき知識を総点検－ 

 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 

２０１９年 ９月２６日（木）１３：００～１７：００ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

下請法は企業による過失での違反が多い分野です。行政からの指摘が実際に多くあるのに対して、対応に

遅れを取ってしまっている企業も少なくありません。また中小企業も適用を受けることが多く、無視することの

できない分野となっています。本セミナーでは下請法の基本的な考え方を学ぶとともに、企業としての管理

や対応の方法について学びます。 
 

開催にあたって 

2009 年立命館大学法学部卒業、2011 年京都大学法学研究科法曹養成専攻修了。2012 年

弁護士登録。鳥飼総合法律事務所を経て、 2016 年和田倉門法律事務所入所。株主総会
指導，経営支配に関する紛争処理，役員責任その他の会社法関係争訟，グループ内組織
再編等、企業法務を中心に取り組んでいる。 

和田倉門法律事務所 弁護士 梅原梓 氏 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） 
税込・資料代含 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

191556-0303 『下請法』入門講座 

１．総論 

・下請法の趣旨とは 

２．何が対象となるか 

・資本金による区分 

・対象となる取引は何か 

３．親事業者の義務 

・書面交付義務 

・支払期日を定める義務 

・取引記録の作成保存義務 

・遅延利息の支払義務 

４．禁止行為 ～親事業者が行ってはいけない行為とは～ 

・受領拒否 

・代金減額 

・支払遅延 

・返品 

・買いたたき 

・報復措置 

・物の購入や役務利用の強制 

・有償支給原材料等の対価の早期決済 

・割引困難な手形の交付 

・不当な給付内容の変更ややり直し 

・不当な経済上の利益の提供要請 

５．取締り 

・行政による立入検査・勧告・公表 

・罰則         
※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 


